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スイス・グローバル・リーダー・ファンド
追加型投信/海外/株式

情報提供資料
2026年4月

ファンドは特化型運用を行います。 ※以下、スイス・グローバル・リーダー・ファンドを当ファンドということがあります。

メインファンドマネージャー＊2

エレノア・テイラー・ジョリドン

■スイスには特定の分野で世界Ｎｏ.1のリーディングカンパニーが多数存在しますが、これらのスイス
企業の株式への投資を通じ、スイス・欧州経済にとどまらないグローバル経済全体の成長を享受す
ることを目指すファンドです。

■株式発行通貨のスイスフランには、健全な財政と経常黒字等を背景とした「リスク回避資産」として
の魅力もあります。

■世界の富裕層を顧客に持つスイスのプライベートバンク(UBP＊1)が運用を担当しその銘柄選定能
力を日本の皆さまにお届けします。

■当ファンド設定15周年の節目にこのような賞を受賞し、光栄に思います。スイス株式運用において
25年以上の運用経験を持つプロフェッショナルとして、今後もグローバルに活躍するスイス企業の強
みを生かした運用に尽力して参ります。

「投資信託10年／欧州株式」部門
最優秀ファンド賞

『スイス・グローバル・リーダー・ファンド』

～「Ｒ＆Ｉファンド大賞 2026」最優秀ファンド賞受賞のお知らせ～

＜分配金実績(直近5期分)＞

2025年3月 150円

2025年6月 200円

2025年9月 400円

2025年12月 500円

2026年3月 1,000円

設定来 17,810円

平素よりスイス・グローバル・リーダー・ファンドをご愛顧賜り、誠に有難うございます。
この度、株式会社格付投資情報センター(Ｒ＆Ｉ)が選定する「Ｒ＆Ｉファンド大賞 2026」におきまして、当ファンドは『最優秀
ファンド賞』を受賞いたしましたことをご報告申し上げます。

運用者からのメッセージ

＜基準価額と純資産総額の推移＞
(2011年7月29日(設定日)～2026年4月27日、日次)

税引前分配金
再投資基準価額

52,454円

設定来の運用実績 (基準日：2026年4月27日)

※基準価額及び基準価額税引前分配金再投資は1万口当たり、信託報酬等控除後。
※税引前分配金再投資基準価額は、分配実績があった場合に、税引前の分配金を決算日の基準価額で再投資したものとして計算しています。そのため

設定来騰落率は実際の騰落率とは異なります。
※設定来の基準価額の騰落率は、10,000円を基準として算出しています。
※分配金は1万口当たり、税引前の金額です。将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。収益分配金額は委託会社が

決定します。分配を行わないこともあります。

上記は過去の実績であり将来を示唆あるいは保証するものではありません。

― 税引前分配金再投資基準価額(左軸)

― 基準価額(左軸)

― 純資産総額(右軸)

設定来騰落率
425%

基準価額

10,668円
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＊1 : UBPとは「ユニオン バンケール プリヴェ」：フランス語でプライベートバンキング企業という意味です。
＊2 : 当ファンドが投資する「スイス株式 マザーファンド」の実質的な運用担当者



一般社団法人資産運用業協会の規則に定める一の者に対するエクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
35％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、一般社団法人資産運用業協会の規則に従い当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。

ファンドの主なリスクと留意点
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■当ファンドは特化型運用を行います。
特化型運用ファンドとは、一般社団法人資産運用業協会規則に定められたものであり、支配的な銘柄※が存在するファンドをいいます。
※支配的な銘柄とは、寄与度(投資対象候補銘柄の時価総額に占める一発行体あたりの時価総額の構成割合、またはベンチマークに

おける一発行体あたりの構成割合。以下同じ。)が10％を超える、または超える可能性が高いものをいいます。
・ 当ファンドの実質的な投資対象であるスイス株式市場には、構成割合が10％を超える可能性の高い銘柄が存在します。そのため、当

ファンドの運用にあたっては、同一銘柄を純資産総額の10％を超えて組入れる可能性があります。特定の銘柄への投資が集中するこ
とによって、その銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

■Ｒ＆Ｉファンド大賞 2026について
「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉ
が保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するもの
ではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業
務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさな
いための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複
製・転載等を禁じます。

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)にて必ずご確認ください。



お申込みメモ

くわしくは、投資信託説明書(交付目論見書)にて必ずご確認ください。

手数料等
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投資信託説明書(交付目論見書)の提供は、販売会社において行います。



■販売会社（順不同、○は加入協会を表す） 2026年4月28日 現在

販売会社名 区分 登録番号
日本証券業

協会

一般社団法人

資産運用業

協会

一般社団法人

金融先物取引

業協会

一般社団法人

第二種金融商

品取引業協会

備考

Ｊトラストグローバル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第35号 ○ ○

株式会社ＳＢＩ証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第44号 ○ ○ ○ ○

岡三証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第53号 ○ ○ ○ ○

三菱UFJ eスマート証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第61号 ○ ○ ○ ○

あかつき証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第67号 ○ ○

GMOクリック証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第77号 ○ ○

むさし証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第105号 ○ ○

損保ジャパンＤＣ証券株式会社 （確定拠出年金専用） 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第106号 ○

立花証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第110号 ○ ○

日産証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第131号 ○ ○ ○

松井証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第164号 ○ ○

マネックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号 ○ ○ ○ ○

株式会社証券ジャパン 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第170号 ○ ○

三木証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第172号 ○

水戸証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第181号 ○ ○

明和證券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第185号 ○

楽天証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第195号 ○ ○ ○ ○

リテラ・クレア証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第199号 ○

浜銀ＴＴ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1977号 ○

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号 ○ ○ ○ ○

アイザワ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3283号 ○ ○ ○

静岡東海証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第8号 ○

百五証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第134号 ○

東海東京証券株式会社 金融商品取引業者 東海財務局長(金商)第140号 ○ ○ ○ ○

内藤証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第24号 ○ ○

光証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第30号 ○ ○ ○

京銀証券株式会社 金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第392号 ○

香川証券株式会社 金融商品取引業者 四国財務局長(金商)第3号 ○

広島信用金庫 登録金融機関 中国財務局長(登金)第44号 ○

株式会社北海道銀行 登録金融機関 北海道財務局長(登金)第1号 ○ ○

株式会社大東銀行 登録金融機関 東北財務局長(登金)第17号 ○

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号 ○ ○ ○

株式会社三菱ＵＦＪ銀行（委託金融商品取引業者 三菱ＵＦＪモ

ルガン・スタンレー証券株式会社）
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号 ○ ○ ○

株式会社ＳＢＩ新生銀行（委託金融商品取引業者 株式会社ＳＢ

Ｉ証券、マネックス証券株式会社）
登録金融機関 関東財務局長(登金)第10号 ○ ○

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号 ○ ○ ○

ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第578号 ○ ○ ○

PayPay銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長(登金)第624号 ○ ○

株式会社イオン銀行（委託金融商品取引業者 マネックス証券株式会

社）
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号 ○

株式会社トマト銀行 登録金融機関 中国財務局長(登金)第11号 ○

株式会社十八親和銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第3号 ○

株式会社福岡銀行 登録金融機関 福岡財務支局長(登金)第7号 ○ ○

株式会社熊本銀行 登録金融機関 九州財務局長(登金)第6号 ○

＜備考欄の表示について＞

※１　記載の日付より新規お取扱いを開始します。

※２　記載の日付以降の新規お取扱いを行いません。

※３　新規のお取扱いを行っておりません。 ・詳細は販売会社または委託会社までお問い合わせください。

スイス・グローバル・リーダー・ファンド

＜ご留意事項＞

・上記掲載の販売会社は、今後変更となる場合があります。

・上記掲載以外の販売会社において、お取扱いを行っている場合があります。
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販売会社一覧

当資料はＳＯＭＰＯアセットマネジメント株式会社(以下、弊社)により作成された情報提供資料であり、法令に基づく開示書類ではありません。投資信託は
金融機関の預金と異なりリスクを含む商品であり、運用実績は市場環境等により変動します。したがって、元本、分配金の保証はありません。信託財産に生じ
た利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
証券会社以外の登録金融機関でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の保護の対象ではありません。当資料は弊社が信頼できると判断した各
種情報に基づいて作成されておりますが、その正確性や完全性を保証するものではありません。当資料に記載された意見等は予告なしに変更する場合があり
ます。また、将来の市場環境の変動等により、当該運用方針が変更される場合があります。投資信託の設定・運用は委託会社が行います。お申込みの際に
は、投資信託説明書(交付目論見書)をあらかじめまたは同時にお渡ししますので、詳細をご確認の上、お客さま自身でご判断ください。なお、お客さまへの投
資信託説明書(交付目論見書)の提供は、販売会社において行います。


